
京都市岡崎いきいき市民活動センター 利用許可申請書 

宛先：特定非営利活動法人 音の風 申請日                 年   月   日 

申請者住所 申請団体名 

電話番号 申請者 

京都市市民活動センター条例 第 17 条の規定により利用の許可を申請します。\600 /時間，事業者\1,200/時間 

利用施設 利用日 利用時間 人数 利用目的  
センター記入 

利用料金 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

小計： 円 

       

備品名 回数・時間 円 備品名 回数・時間 円 

卓球台 \200/時間  円 
アップライトピアノ 

￥300/時間 
 円 

キーボード 

￥500/回 
 円   円 

  円   円 

小計： 円 

 

領収書(控)                 NO.      

                   様 

               円   

但：岡崎いきいき市民活動センター 貸館利用料金 備品代として領収いたしました 

日付      年   月   日  

 

決 

済 

 

センター長 確認者 受付・収納者 

   

様式１（要綱４） 



京都市岡崎いきいき市民活動センター 利用許可書 

宛先：特定非営利活動法人 音の風 申請日                 年   月   日 

申請者住所 申請団体名 

電話番号 申請者 

◎利用時は，必ず本許可書を携帯してください。また裏面の注意事項等を遵守してください。 

利用施設 利用日 利用時間 人数 利用目的  
センター記入 

利用料金 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

会 1 会 2 和 
 年  月  日 

曜日 
  時から   時迄 人   円 

上記の施設の利用について許可します                      小計： 円 

       

備品名 回数・時間 円 備品名 回数・時間 円 

卓球台 \200/時間  円 
アップライトピアノ 

￥300/時間 
 円 

キーボード 

￥500/回 
 円   円 

  円   円 

上記の備品の利用について許可します                    小計： 円 

 

領収書                   NO.      

                   様 

               円   

但：岡崎いきいき市民活動センター 貸館利用料金 備品代として領収いたしました 

日付      年   月   日  

 

 

 

 

様式２（要綱４） 

領収印押印位置 



裏面 

（注意事項） 

○ 利用許可書に領収の印のないものは無効とします。 

○ 利用時は，必ず本許可書を携帯してください。 

○ 利用時間を厳守してください。また，利用時間には準備，後片付け等に要する時間を含みます。 

○ 利用終了後は，施設，付属設備等を現状に回復してください。 

○ その他利用の際には，岡崎いきいき市民活動センター職員の指示等に従ってください。従っていただけ

ない場合は，許可を取り消すことがあります。 

○ 岡崎いきいき市民活動センターに駐車場はありません。来所の際は，公共交通機関をご利用ください。 

○ 中学生以下の方が岡崎いきいき市民活動センターを利用する場合は，必ず成年の指導者又は引率者を伴

ってください。 

○ 予約をキャンセルした場合であっても，原則として利用料金は返還しません。 

○ 申請内容が事実と異なる場合は，許可を取り消すことがあります。 

○ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

（許可を取り消す場合） 

○ 京都市市民活動センター条例，同条例施行規則若しくは京都市岡崎いきいき市民活動センター利用手続

要綱の規定又は施設職員の指示に違反したとき。 

○ 京都市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者であることが判明したとき。 

○ 災害その他不可抗力の事由によって施設の利用ができなくなったとき。 

○ 正当な手続によらないで利用の目的，内容を変更したとき。 

○ 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

○ 他の利用者や近隣住民等に迷惑を掛けるおそれがあると認められるとき。 

○ 建物又は付属施設若しくは備品を損傷し，又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

○ 物品の販売又はそれにつながる行為や勧誘等，専ら営利を図る目的による利用と認められるとき。 

○ 専ら政治活動や宗教活動による利用その他京都市岡崎いきいき市民活動センター利用手続要綱に定める目

的以外の利用と認められるとき。 

○ その他岡崎いきいき市民活動センターの管理上支障があるとき。 

 

京都市岡崎いきいき市民活動センター 

〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町２ 

TEL:075-761-4484 FAX:075-752-3351 


